
議案第７４号 

 

   財産の処分について 

 

 市有財産を次のとおり処分したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４２年

加西市条例第６３号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  平成２８年１２月１日提出 

 

                        加西市長 西 村 和 平 

 

記  

 

１ 処分する財産の種別、数量等 

種  別  絵画（１１４ｃｍ×８８ｃｍ） 

数  量  １枚 

保管場所  加西市北条町横尾１０００番地 加西市役所庁舎 

２ 売却の方法  せり売り 

３ 売払予定価格  ２０，０００，０００円  



（審議資料） 

 

  平成元年に購入した絵画について売却を行うため、地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号）第 96 条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和 42 年加西市条例第 63 号）第３条の規定により、議会の議決

を求めるもの。                       （別添資料参照） 
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